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（１）概要 

これまで、「すまいる住宅」として登録できる物件は、「住まいの協力店」が扱う物件

だけを対象としていましたが、高齢者等の住まいの確保を図るため、「住まいの協力店」

を仲介として他の店舗が管理をしている物件についても登録ができるよう対象を拡大

しました。 

 

（２）変更点のイメージ図 

 【変更前（平成 30年度まで）】         【変更後（平成 31年 4月～）】 

    

 
 

（３）効果 

 
 

 

※物件管理店（Ａ店・Ｂ店）は、将来的に「住まいの協力店」の候補となります。 

※住まいの協力店以外の店舗が管理する物件（オーナー）も対象となることで、 

登録物件の増加が見込まれます。 

 

すまいる住宅の登録物件の対象を拡大しました（平成３１年 4月～） 


